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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　<i>２枚１組の作溝ディスクを、進行方向前側を近接させて間隔を狭く、後側を離隔さ
せ間隔を広くして軸支してなり、施肥溝を作溝する施肥作溝器と、<ii>上記施肥溝に覆土
する施肥覆土器と、<iii>互いに平行に配設した２枚の側板の下縁前部の間に作溝ブロッ
クを固定するとともに、上記側板の後部の間に主作物の種子を吐出供給する種子シュート
を配設してなり、播種溝を作溝するとともに上記主作物の種子を吐出し播種溝内に播種す
る播種作溝器と、<iv>上記播種溝に覆土する播種覆土器とを、進行方向前側から順に配設
してなる施肥播種機において、カバークロップの種子を上記主作物の種子の播種位置に沿
って条播するカバークロップ播種ユニットを設けてなることを特徴とする施肥播種機。
【請求項２】
　上記カバークロップ播種ユニットが、カバークロップの種子を吐出供給するカバークロ
ップ播種ホースの下端開口を、上記播種作溝器の２枚の側板の間に位置させ、上記播種溝
内にカバークロップの種子を播種するようにしてなることを特徴とする請求項１記載の施
肥播種機。
【請求項３】
　上記カバークロップ播種ユニットが、カバークロップの種子を吐出供給するカバークロ
ップ播種ホースの下端開口を、上記播種作溝器の一方の側板の外側に位置させ、播種溝の
外側近傍位置にカバークロップの種子を播種するようにしてなることを特徴とする請求項
１記載の施肥播種機。
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【請求項４】
　上記施肥播種機が、上記播種溝内に播種された種子を鎮圧する種子鎮圧輪を、播種作溝
器の後側に備えていること、および、上記カバークロップ播種ユニットが、カバークロッ
プの種子を吐出供給するカバークロップ播種ホースの下端開口を、上記種子鎮圧輪の側方
に位置させ、播種溝の外側近傍位置にカバークロップの種子を播種するようにしてなるこ
とを特徴とする請求項１記載の施肥播種機。
【請求項５】
　上記カバークロップ播種ユニットが、カバークロップの種子を吐出供給するカバークロ
ップ播種ホースの下端開口を、上記施肥作溝器の作溝ディスクの後方に位置させ、施肥溝
中にカバークロップの種子を播種するようにしてなることを特徴とする請求項１記載の施
肥播種機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主作物たる甜菜等の種子と、その主作物の初期生育安定化・風害・霜害対策
等のためのカバークロップ（被覆作物）たる麦類等の種子とを、同時に播種することがで
きる施肥播種機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、甜菜は北海道の畑作地の約１６％において作付けされている基幹作物となってい
るもので、その栽培法としては、土を詰めた紙筒で小苗を育て、これを畑に移植する移植
栽培と、畑に直接種子をまく直播栽培の２種類がある。
　上記の直播栽培は移植栽培に比べて省力化が図れるものであるが、直播栽培では、甜菜
の種子の出芽率が、耕起・砕土・整地・播種・覆土等の条件に左右され易く、また、その
初期生育の良否も施肥量・施肥位置・土壌ｐＨ値・湿害等の条件に左右されるため不安定
で、しかも、風害・霜害等の自然災害に弱いという問題がある。
【０００３】
　具体的には、北海道における甜菜の播種時期である春先は天候が不安定で、せっかく播
種しても強風が吹いて播種した種子を覆土ごと吹き飛ばしてしまうことがある。
　風による土壌の飛散は圃場面が平坦なほど発生し易いので、風と直角に交わるように畦
間に土塊畦を形成すれば圃場全体の土壌飛散は軽減できることにはなるが、結局、飛散す
る土粒子が播種土壌面である凹部に溜まるので、種子上１～２ｃｍの一定の厚さにした覆
土上に余分な土が堆積してしまい出芽が妨げられることになる。
【０００４】
　また、甜菜の出芽後に強風が吹くと、飛散する土粒子が甜菜の葉に当たり、葉が損傷す
ることがあり、その損傷の程度の大きいものは枯死することがある。
【０００５】
　さらに、播種後に遅霜が降りると、凍結温度に達した葉の表面に空気中の水分が氷結し
て葉細胞を凍結壊死させ、甜菜の初期生育に悪影響を与えることがあるので甜菜の葉の温
度が低下しすぎないようにする必要がある。
【０００６】
　そこで、上記の風害・霜害等に対する対策の１つとして、従来より、甜菜より発芽が早
く草丈が大きいカバークロップたるえん麦・小麦・大麦等の麦類の種子を、主作物たる甜
菜の種子と同時期に播種して、甜菜を被覆することによって、風害や霜害から保護するこ
とが行われている（非特許文献１）。
【０００７】
　上記カバークロップの播種は、これまで、（１）甜菜の播種の前にブロードキャスタで
種子を圃場に散播する、（２）施肥および甜菜の播種の後に播種畦上に種子を手で播く、
（３）施肥および甜菜の播種の後に肥料を撒くための施肥カルチベーターを播種用に改造
したものを用い、種子を甜菜播種畦の畦間に播種する、などの方法で行われており、その
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カバークロップは、甜菜が発芽し初期生育が安定した後に、イネ科除草剤によって枯らす
か、あるいは、甜菜播種畦の畦間に播種した場合は除草剤によって枯らし、その後ロータ
リーカルチ等により畦間に鋤き込んでいる。
【０００８】
【非特許文献１】独立行政法人農畜産業振興機構、”国内情報　地域だより　札幌事務所
　直播栽培試験に係わる現地研修会について”、[ｏｎｌｉｎｅ]、２００６年７月、[平
成１８年１１月３０日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：http://sugar.lin.go.jp/japan/
area/ja_0607.htm＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、従来のようなカバークロップの播種方法では、その種子が圃場面に露出するの
で出芽率が悪く、また出芽も遅いので、甜菜の本葉抽出期の風害は防げても、播種直後の
子葉展開期の甜菜を被覆保護するのに十分な草丈が得られない。
　また、その播種作業は、甜菜の施肥・播種の作業と別に行わざるを得ず、相当な手間が
かかるものであったので、より簡便に、甜菜の種子の近傍にカバークロップの種子を播種
できる播種機が求められていた。
【００１０】
　そこで、本発明は、主作物の播種と同時に、その種子の播種位置に沿う近傍位置にカバ
ークロップの播種を行うことができる施肥播種機の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１記載の本発明は、<i>２枚１組の作溝ディスク２，２を、進行方向前側を近接
させて間隔を狭く、後側を離隔させ間隔を広くして軸支してなり、施肥溝Ｆを作溝する施
肥作溝器ｃ１と、<ii>上記施肥溝Ｆに覆土する施肥覆土器ｃ２，ｃ２と、<iii>互いに平
行に配設した２枚の側板５，５の下縁前部の間に、作溝ブロック６を固定するとともに、
上記側板５，５の後部の間に主作物の種子ｓ１を吐出供給する種子シュート７を配設して
なり、播種溝Ｇを作溝するとともに上記主作物の種子ｓ１を吐出し播種溝Ｇ内に播種する
播種作溝器ｄ１と、<iv>上記播種溝Ｇに覆土する播種覆土器ｄ３とを、進行方向前側から
順に配設してなる施肥播種機において、カバークロップの種子ｓ２を上記主作物の種子ｓ
１の播種位置に沿って条播するカバークロップ播種ユニットＥを設けてなる施肥播種機で
ある。
【００１２】
　請求項２記載の本発明は、上記カバークロップ播種ユニットＥが、カバークロップの種
子ｓ２を吐出供給するカバークロップ播種ホースｅ２の下端開口を、上記播種作溝器ｄ１
の２枚の側板５，５の間に位置させ、上記播種溝Ｇ内にカバークロップの種子ｓ２を播種
するようにしてなる請求項１記載の施肥播種機である。
【００１３】
　請求項３記載の本発明は、上記カバークロップ播種ユニットＥが、カバークロップの種
子ｓ２を吐出供給するカバークロップ播種ホースｅ２の下端開口を、上記播種作溝器ｄ１
の一方の側板５の外側に位置させ、播種溝Ｇの外側近傍位置にカバークロップの種子ｓ２
を播種するようにしてなる請求項１記載の施肥播種機である。
【００１４】
　請求項４記載の本発明は、上記施肥播種機が、上記播種溝Ｇ内に播種された種子を鎮圧
する種子鎮圧輪ｄ２を備え、上記カバークロップ播種ユニットＥが、カバークロップの種
子ｓ２を吐出供給するカバークロップ播種ホースｅ２の下端開口を、上記種子鎮圧輪ｄ２
の側方に位置させ、播種溝Ｇの外側近傍位置にカバークロップの種子ｓ２を播種するよう
にしてなる請求項１記載の施肥播種機である。
【００１５】
　請求項５記載の本発明は、上記カバークロップ播種ユニットＥが、カバークロップの種
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子ｓ２を吐出供給するカバークロップ播種ホースｅ２の下端開口を、上記施肥作溝器ｃ１
の作溝ディスク２，２の後方に位置させ、施肥溝Ｆ中にカバークロップの種子ｓ２を播種
するようにしてなる請求項１記載の施肥播種機である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、主作物の播種と同時に、その播種位置に沿う近傍位置にカバークロッ
プの播種を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　カバークロップの種子ｓ２を主作物の種子ｓ１の播種位置に沿って条播するカバークロ
ップ播種ユニットＥを設けてなる施肥播種機。
【実施例１】
【００１８】
　本実施例の施肥播種機Ａ１は、トラクターＢの進行方向後側に連結された施肥を行うた
めの施肥ユニットＣと、その施肥ユニットＣの進行方向後側に連結された甜菜（主作物）
の種子ｓ１を播種するための主作物播種ユニットＤと、麦類（カバークロップ）の種子ｓ
２を播種するためのカバークロップ播種ユニットＥとからなり、上記トラクターＢに牽引
されて、施肥を行いつつ、甜菜の種子ｓ１と麦類の種子ｓ２の播種を同時に行うことがで
きるようにしたものである（図１～６）。
【００１９】
　上記施肥ユニットＣは、牽引軸１，１によって上下回動可能にしてトラクターＢの後方
に連結されているものである。
　この施肥ユニットＣは、２枚１組の円盤状の作溝ディスク２，２を、互いの進行方向前
側を近接させて間隔を狭く、後側を離隔させ間隔を広くしてアームｃ１’により軸支して
、施肥溝を作溝するようにした施肥作溝器ｃ１を備えるとともに、肥料用ホッパ３から肥
料を供給する施肥用ホース４の下端開口を上記作溝ディスク２，２の間に位置させ、ここ
から肥料を吐出供給することにより、上記施肥溝内に施肥を行うようになっている。
　その肥料の吐出量は、フィーダのＤＣモータの回転を、施肥量・走行速度等に応じて制
御することにより調節される。
　ｃ２，ｃ２は、上記施肥作溝器ｃ１の進行方向後側の左右両側に互いに対向させて配置
された施肥覆土器で、これは、施肥した上記施肥溝に覆土するものである。
【００２０】
　上記主作物播種ユニットＤは、互いに平行に配設した２枚の側板５，５の下縁前部の間
に、前端を舳先状にした作溝ブロック６を固定するとともに、上記側板５，５の後部の間
に甜菜の種子ｓ１を吐出供給する種子シュート７を配設してなり、上記作溝ブロック６に
よって播種溝Ｇを作溝するとともに上記種子シュート７から上記主作物の種子ｓ１を吐出
し播種溝Ｇ内に播種する播種作溝器ｄ１と、その播種作溝器ｄ１の後方に、上下回動可能
な一対のアームｄ２’，ｄ２’間に軸支して配設され、上記播種溝Ｇ内に播種された種子
ｓ１，ｓ２を鎮圧する種子鎮圧輪ｄ２と、その種子鎮圧輪ｄ２の進行方向後側の左右両側
に角度および互いの間隔を調整可能にしてそれぞれ配設された一対の覆土板ｄ３’，ｄ３
’からなり上記播種溝Ｇに覆土する播種覆土器ｄ３と、さらにそれらの後方に配設され覆
土を鎮圧する覆土鎮圧輪ｄ４とからなる。
【００２１】
　この主作物播種ユニットＤは、上記施肥ユニットＣの進行方向後側に牽引軸８を介して
上下回動可能にして連結されている。
　９は、主作物播種ユニットＤのフレーム１０と上記施肥ユニットＣのフレーム１１との
間に装架されたリフティングロッドで、このリフティングロッド９には上記フレーム１０
を下方に付勢する鎮圧スプリング１２が装架してある。
　上記施肥ユニットＣはトラクターＢに対して、また、主作物播種ユニットＤは施肥ユニ
ットＣに対して、それぞれ上記牽引軸１，１と牽引軸８により上下回動可能に連結されて
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いるので、走行時には圃場面の凹凸やうねりに対応して適宜上下回動する。
　また、圃場の畦の両端で回行する際には、この施肥播種機Ａ１全体を持ち上げた状態（
リフティング状態）でトラクタのステアリング操作をするが、このリフティングの際は、
上記牽引軸１，１により施肥ユニットＣを上昇回動させると、主作物播種ユニットＤが上
記リフティングロッド９により釣り上げられるようになっている（図２）。　
【００２２】
　上記カバークロップ播種ユニットＥは、上記施肥ユニットＣのフレーム１１に対して固
定されたカバークロップ用ホッパｅ１と、そのカバークロップ用ホッパｅ１から供給され
るカバークロップの種子ｓ２を案内して下端開口から吐出供給する透明な合成樹脂製で蛇
腹状のカバークロップ播種ホースｅ２とからなる。
　そのカバークロップ播種ホースｅ２の下端開口は、上記播種作溝器ｄ１の側板５，５の
間の、上記種子シュート７の後側に位置させて播種作溝器ｄ１に対してホース固定金具１
３によって固定してある。
　カバークロップ播種ホースｅ２を通じてのカバークロップの種子ｓ２の吐出量は、フィ
ーダのＤＣモータの回転を制御することで調整される。
　なお、上記カバークロップ播種ホースｅ２は、畦の両端で回行する際の施肥播種機Ａ１
のリフティングの支障にならないよう、余裕をもたせた長さとしてある。
　ｅ３は、上記カバークロップ用ホッパｅ１の下端に取り付けられ、後方に向けた吐出筒
ｅ３’に上記カバークロップ播種ホースｅ２の基端を接続し、該ホースｅ２へカバークロ
ップの種子ｓ２を案内するようにしたシュートホッパである。
【００２３】
　この施肥播種機Ａ１は、圃場においてトラクターＢに牽引され走行することにより、そ
の施肥ユニットＣの施肥作溝器ｃ１によって施肥溝を作溝するとともにそこに施肥用ホー
ス４を通じて施肥する。
　また、施肥ののち施肥覆土器ｃ２，ｃ２により覆土された箇所に、主作物播種ユニット
Ｄの作溝ブロック６によって播種溝Ｇを作溝するとともにその播種溝Ｇ内に甜菜の種子ｓ
１を種子シュート７を通じて条播し、さらに、上記カバークロップ播種ホースｅ２を通じ
て供給されるカバークロップの種子ｓ２を同じく播種溝Ｇ内に、すなわち甜菜種子ｓ１の
播種位置に沿う近傍位置に条播する（図６（ａ））。
　カバークロップの種子ｓ２は、上記種子鎮圧輪ｄ２により甜菜の種子ｓ１とともに鎮圧
され、その後播種覆土器ｄ３により覆土される（同図（ｂ））。
【００２４】
　以上のとおり、施肥播種機Ａ１によれば、甜菜の播種と同時に、その甜菜種子ｓ１の近
傍に麦類の種子ｓ２の条播を行うことができる。
【００２５】
　カバークロップの種子ｓ２は甜菜の種子ｓ１とともに種子鎮圧輪ｄ２によって鎮圧され
るため、従来の播種方法に比べて、出芽率が高くその出芽も早いものとなる。その種子ｓ
２は、甜菜より３日程度早く発芽し甜菜の発芽および生育にあたりこれを被覆し保護する
。　実地試験によれば、カバークロップの葉面積が圃場１ｍ２あたり５００ｃｍ２である
場合、高さ１００ｃｍの防風ネットを２０ｍ間隔で設置した場合と同等の防風効果等を奏
する。したがって、圃場１ｍ２あたり５００～６００ｃｍ２程度の葉面積を確保するよう
カバークロップの種子ｓ２を播種することにより、十分に風害軽減の効果を奏すると認め
られる。
　また、霜害に対しては、カバークロップが甜菜に近いほど、甜菜の葉の温度低下を防ぐ
効果が高いが、この施肥播種機Ａ１によれば、甜菜の近傍にカバークロップを位置させる
ことができるので、甜菜の葉の温度低下を効果的に防ぐ。
　この施肥播種機Ａ１は、後記の実施例２～４の施肥播種機Ａ２～Ａ４による播種の場合
よりも、カバークロップを甜菜の近くに位置させることができるので、霜害に対する効果
は最も高い。
【実施例２】
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【００２６】
　本実施例の施肥播種機Ａ２は、実施例１の施肥播種機Ａ１と同様に、施肥ユニットと播
種機部とカバークロップ播種ユニットとからなるが、カバークロップ播種ユニットのカバ
ークロップ播種ホースの下端開口の固定位置だけを異にするものである。そこで、上記施
肥播種機Ａ１と同一の部分に同一の符号を付すこととし、その相違部分について説明する
（図７～９）。
【００２７】
　この施肥播種機Ａ２のカバークロップ播種ユニットＥのカバークロップ播種ホースｅ２
の下端開口は、主作物播種ユニットＤの一方の側板５の後部の外面に、ホース固定金具１
４によって固定されている。
　したがって、上記カバークロップ播種ホースｅ２の下端開口から吐出されるカバークロ
ップの種子ｓ２は、図９（ａ）に示すように、甜菜種子ｓ１の播種位置に沿う播種溝Ｇの
外側近傍位置に条播される。
　そのカバークロップの種子ｓ２は、播種覆土器ｄ３により覆土される（同図（ｂ））。
　その覆土量は、上記播種覆土器ｄ３の覆土板ｄ３’，ｄ３’の一方または双方の角度を
変更するか、あるいは幅方向にずらすなどして位置を変更することによって調整でき、こ
れによってカバークロップの種子ｓ２が適正に覆土されるようにする。
【００２８】
　実施例１の施肥播種機Ａ１による播種の場合には、甜菜の種子ｓ１とカバークロップの
種子ｓ２との播種位置が重なることがあり得、その場合、甜菜の種子ｓ１が発芽できなく
なることがあるが、この施肥播種機Ａ２により播種した場合、甜菜の種子ｓ１とカバーク
ロップの種子ｓ２との播種位置が重なることがないので、甜菜の出芽率は上記施肥播種機
Ａ１による播種の場合よりも高くなる。
【実施例３】
【００２９】
　本実施例の施肥播種機Ａ３は、実施例１，２の施肥播種機Ａ１，Ａ２と、同様に施肥ユ
ニットと播種機部とカバークロップ播種ユニットとからなるが、カバークロップ播種ユニ
ットのカバークロップ播種ホースの下端開口の固定位置だけを異にするものである。そこ
で、上記施肥播種機Ａ１，Ａ２と同一の部分に同一の符号を付すこととし、その相違部分
について説明する（図１０～１２）。
【００３０】
　この施肥播種機Ａ２のカバークロップ播種ユニットＥのカバークロップ播種ホースｅ２
の下端開口は、主作物播種ユニットＤの種子鎮圧輪ｄ２を軸支するアームｄ２’，ｄ２’
の一方の内面に、ホース固定金具１５によって固定され、上記播種鎮圧輪ｄ２の側方近傍
に位置している。
【００３１】
　上記カバークロップ播種ホースｅ２の下端開口から吐出されるカバークロップの種子ｓ
２は、図１２（ａ）に示すように、甜菜種子ｓ１の播種位置に沿う播種溝Ｇの外側近傍で
あって上記実施例２の場合よりもやや外方の位置に条播される。
【００３２】
　そのカバークロップの種子ｓ２は、播種覆土器ｄ３により覆土される（同図（ｂ））。
　その覆土量は、上記播種覆土器ｄ３の覆土板ｄ３’，ｄ３’の一方または双方の角度を
変更するか、あるいは幅方向にずらすなどして位置を変更することによって調整でき、こ
れによってカバークロップの種子ｓ２が適正に覆土されるようにする。
【００３３】
　この施肥播種機Ａ３により播種した場合、甜菜の種子ｓ１とカバークロップの種子ｓ２
との播種位置が重なることがないので、実施例２の施肥播種機Ａ２による播種の場合と同
様に、甜菜の出芽率は上記施肥播種機Ａ１による播種の場合よりも高くなる。
【実施例４】
【００３４】



(7) JP 4096030 B1 2008.6.4

10

20

30

40

50

　本実施例の施肥播種機Ａ４は、実施例１～３の施肥播種機Ａ１～Ａ３と、同様に施肥ユ
ニットと播種機部とカバークロップ播種ユニットとからなるが、カバークロップ播種ユニ
ットのカバークロップ播種ホースの下端開口の固定位置等を異にするものである。そこで
、上記施肥播種機Ａ１～Ａ３と同一の部分に同一の符号を付すこととし、その相違部分に
ついて説明する（図１３～１５）。
【００３５】
　この施肥播種機Ａ４のカバークロップ播種ユニットＥのシュートホッパｅ３は、その吐
出筒ｅ３’を前方に向けてあり、また、同カバークロップ播種ユニットＥのカバークロッ
プ播種ホースｅ２の下端開口は、施肥ユニットＣの施肥作溝器ｃ１の、作溝ディスク２，
２を軸支したアームｃ１’に取り付けたホース固定金具１６によって、肥料を供給する施
肥用ホース４の後方に、互いに対向させて配置された施肥覆土器ｃ２，ｃ２の間に位置さ
せて固定されている。
【００３６】
　上記カバークロップ播種ホースｅ２の下端開口から吐出されるカバークロップの種子ｓ
２は、肥料（図示しない）とともに施肥溝Ｆ内に吐出され、条播される（図１５）。
　そのカバークロップの種子ｓ２は、上記施肥覆土器ｃ２，ｃ２により、肥料とともに覆
土される。
　そしてその覆土された位置には、主作物播種ユニットＤの播種作溝器ｄ１によって播種
溝Ｇが作溝されるとともに、この播種溝Ｇに甜菜の種子ｓ１が播種され、さらに、播種鎮
圧輪ｄ２による種子ｓ１の鎮圧および播種覆土器ｄ３による覆土が行われる。これにより
、上記カバークロップの種子ｓ２は、甜菜種子ｓ１の播種位置に沿って条播された状態と
なる。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　上記の通り、実施例１～４の各施肥播種機Ａ１～Ａ４は、上記カバークロップ播種ホー
スｅ２の下端開口の固定位置を違えて別々に構成されており、それぞれカバークロップの
種子ｓ２の播種位置を異にするものである。
　しかしながら、シュートホッパｅ３を、その吐出筒ｅ３’の向きを前後変更可能にし、
また、上記ホースｅ２の固定位置を適宜変更できるようにしておけば、一台の施肥播種機
によって播種位置を異にする上記４通りの播種を簡単に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施例１に係る施肥播種機の側面図である。
【図２】上記施肥播種機をリフトアップした状態を示す側面図である。
【図３】上記施肥播種機の主作物播種ユニットを示す拡大側面図である。
【図４】（ａ）は、上記主作物播種ユニットの播種作溝器の拡大平面図、（ｂ）は、その
拡大側面図、（ｃ）は、その拡大背面図である。
【図５】上記施肥播種機のカバークロップ播種ユニットのカバークロップ用ホッパの拡大
側面図である。
【図６】（ａ）は、上記施肥播種機により主作物の種子とカバークロップの種子とを播種
溝内に播種した状態を示す横断面図、（ｂ）は、その播種溝に覆土した状態を示す横断面
図である。
【図７】本発明の実施例２に係る施肥播種機の側面図である。
【図８】（ａ）は、上記施肥播種機の播種作溝器の拡大平面図、（ｂ）は、その拡大側面
図、（ｃ）は、その拡大背面図である。
【図９】（ａ）は、上記施肥播種機により主作物の種子とカバークロップの種子とを播種
した状態を示す播種溝の横断面図、（ｂ）は、その播種溝に覆土した状態を示す横断面図
である。
【図１０】本発明の実施例３に係る施肥播種機の側面図である。
【図１１】（ａ）は、上記施肥播種機の播種鎮圧輪周辺の拡大側面図、（ｂ）は、その拡
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【図１２】（ａ）は、上記施肥播種機により主作物の種子とカバークロップの種子とを播
種した状態を示す播種溝の横断面図、（ｂ）は、その播種溝に覆土した状態を示す横断面
図である。
【図１３】本発明の実施例４に係る施肥播種機の側面図である。
【図１４】（ａ）は、上記施肥播種機の施肥作溝器周辺の拡大平面図、（ｂ）は、その拡
大側面図である。
【図１５】上記施肥播種機によりカバークロップの種子を施肥溝内に播種する様子を示す
横断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
Ａ１～Ａ４ 施肥播種機
Ｂ トラクター
Ｃ 施肥ユニット
Ｄ 主作物播種ユニット
Ｅ カバークロップ播種ユニット
Ｆ 施肥溝
Ｇ 播種溝
ｃ１ 施肥作溝器
ｃ２ 施肥覆土器
ｄ１ 播種作溝器
ｄ２ 種子鎮圧輪
ｄ３ 播種覆土器
ｅ２ カバークロップ播種ホース
ｓ１ 主作物（甜菜）の種子
ｓ２ カバークロップ（麦類）の種子
２ 作溝ディスク
５ 側板
６ 作溝ブロック
７ シュート
【要約】
【課題】　主作物の播種と同時に、その種子の播種位置に沿う近傍位置にカバークロップ
の播種を適切に行うことができる施肥播種機および播種方法の提供。
【解決手段】カバークロップの種子ｓ２を主作物の種子ｓ１の播種位置に沿って条播する
カバークロップ播種ユニットＥを設けてなる施肥播種機。主作物の種子ｓ１を播種溝Ｇ内
に播種しながら、同時にカバークロップの種子ｓ２を、主作物の種子ｓ１の播種位置に沿
って条播する播種方法。
【選択図】　図１
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】
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